
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
於
け
ろ
共
同
経
螢
禮
制
と
し
て
の

蜜
℃
暮
9
B
に
就
い
て

中
原
與
茂
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
【

西
紀
前
二
千
年
頃
の
古
代
バ
ビ
・
毒
に
は
甑
に
含
の
霧
薙
高
性
箏
奪
・
聖
経
纒
禦
暮
働

し
、
経
濟
機
構
の
重
な
る
因
素
と
し
て
、
當
時
の
有
産
者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
運
用
さ
れ
、
そ
の
利
盆
牧
織
機
關
と
な
っ

て
み
た
。
而
し
て
此
共
同
経
伝
膿
制
は
、
後
述
す
る
如
く
バ
ビ
ロ
ン
簗
一
王
朝
狸
藻
O
農
G
。
ざ
舅
○
）
活
塞
に
著
し
く

商
業
資
本
主
義
化
し
た
バ
ビ
ロ
ン
就
會
に
於
て
．
は
生
産
企
業
よ
り
は
、
む
し
ろ
，
主
と
し
て
、
交
易
企
業
即
ち
商
事
會

就
形
態
を
と
っ
て
み
る
。
當
該
共
同
経
管
亡
国
は
爾
後
バ
ゼ
ロ
ニ
ア
に
盛
衰
興
亡
し
た
幾
多
王
朝
の
交
替
と
い
ふ
政
治

的
攣
遷
と
は
殆
ん
ど
無
關
係
に
都
市
商
業
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ー
に
よ
っ
て
運
用
墨
取
せ
し
め
ら
れ
、
例
へ
ば
、
首
都
バ
ビ
ロ

ン
に
於
て
は
ア
ッ
メ
ソ
ァ
帝
國
の
セ
ン
ナ
ケ
リ
ブ
ω
委
棄
鼻
⑦
識
ぴ
（
⑪
。
。
。
。
一
O
。
。
ド
b
ご
・
ρ
）
王
時
代
頃
に
エ
ギ
ゼ
国
σ
q
塗
な

る
有
産
家
に
よ
っ
て
創
立
せ
ら
れ
し
、
一
族
合
資
に
よ
る
エ
ギ
ゼ
商
會
の
如
き
、
新
バ
ビ
”
ニ
ア
王
國
（
露
α
1
器
。
。
鐸

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
蒔
代
に
於
け
ろ
跳
ハ
同
経
聾
膿
剃
と
し
て
の
窪
℃
で
律
銭
嵩
に
就
い
て
　
　
　
　
錐
十
入
谷
・
第
二
號
　
　
　
ご
瓢
一
七



　
　
　
　
ハ
ン
、
ム
ラ
ビ
暗
躍
に
於
け
ろ
共
同
経
回
艦
傭
と
し
て
の
3
署
二
巴
ゴ
に
就
い
て
　
　
　
第
十
八
巻
　
第
二
號
　
　
二
三
八
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

e
ペ
ル
シ
ャ
帝
國
（
ぴ
こ
Q
O
一
こ
◎
こ
9
H
　
H
W
●
｛
Q
・
）
時
代
に
於
て
は
國
家
の
借
款
に
癒
じ
て
る
る
が
如
き
大
金
融
財
閥
を
産
出
し
、

又
大
都
市
ニ
ン
ブ
ー
ル
に
於
て
も
新
バ
ビ
靱
ニ
ァ
王
國
時
代
に
ご
族
出
資
に
よ
る
ム
ラ
ッ
シ
ュ
竃
鰻
鎌
警
醒
會
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

同
様
な
．
る
金
融
大
財
閥
を
産
出
し
て
み
る
。

　
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
（
ト
り
劇
O
Q
o
－
b
り
も
ゆ
O
H
］
W
．
（
け
）
よ
り
バ
ゼ
ロ
ニ
ァ
の
商
業
は
世
界
貿
易
の
傾
向
を
強
め
、
バ
ビ
ロ
ン
第
一

王
朝
時
代
に
は
西
河
地
方
の
大
都
市
は
古
代
東
方
世
界
に
行
は
れ
だ
世
界
貿
易
の
中
心
と
な
り
、
束
は
エ
ラ
ム
密
9
ヨ

（
今
日
の
西
南
ぺ
〃
シ
ャ
）
西
方
は
ス
ソ
ω
同
寸
ア
ム
ル
ト
ヨ
舞
≧
（
今
日
の
シ
ソ
ァ
、
パ
レ
ス
タ
イ
ン
）
北
西
は
小
亜
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

亜
の
東
部
に
亙
る
地
方
と
隊
商
に
よ
る
陸
路
貿
易
關
係
が
結
ば
れ
て
み
る
。
バ
ビ
賃
ソ
第
二
王
朝
時
代
に
ナ
イ
ル
河
絆

の
エ
ヂ
ブ
ト
と
霧
舅
が
行
は
れ
た
蕃
か
は
疑
問
で
あ
・
が
、
バ
ビ
・
ン
笙
登
簿
覆
バ
ビ
・
ン
害
都
あ

し
て
建
訂
し
た
乏
こ
ろ
の
カ
ッ
シ
イ
｝
王
朝
囚
霧
簿
o
O
讐
器
受
の
ブ
ル
ナ
ブ
ソ
ヤ
ス
切
藁
奉
ぴ
絹
聴
器
（
・
費
・
掃
簿
α
i
顧

ω
O
φ
O
・
）
王
時
代
に
は
第
十
入
王
朝
治
下
の
エ
ヂ
プ
ト
と
直
接
貿
易
が
行
は
れ
て
る
た
こ
と
は
・
ア
マ
ル
ナ
｝
ヨ
磐
嬉
文

書
に
よ
っ
て
認
識
せ
れ
る
所
で
あ
る
。
世
界
貿
易
に
よ
っ
て
且
利
を
博
し
た
も
の
は
首
都
バ
ビ
ロ
ン
を
始
め
と
し
、
大

都
市
に
於
け
る
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
ジ
ー
で
あ
り
、
而
し
て
世
界
貿
易
は
彼
等
の
組
織
し
た
る
商
事
會
肚
に
よ
っ
て
主

と
し
て
行
は
れ
た
こ
と
も
推
察
す
る
に
難
く
な
い
。
次
に
バ
ビ
ロ
ン
第
｝
王
朝
詩
代
に
戒
歯
し
た
共
伺
経
螢
膿
制
た

る
審
℃
℃
⇔
嘗
ヨ
に
就
い
て
考
察
せ
ん
。

e
＞
｝
胴
ω
p
悟
ρ
切
．
一
Ψ
笠
。
三
9
塁
9
＆
｝
蓄
身
5
押
9
μ
山
9
二
8
P
や
回
忌



（
二
）
　
け
．
旨
。
誘
g
5
劉
き
覧
9
旨
＝
砦
店
b
m
超
ぼ
ひ
口
。
博
牙
ぴ
¢
お
H
8
ρ
切
創
．
8
ω
■
。
。
徹
O

（
三
）
　
H
｝
ノ
く
．
深
診
σ
Q
”
踏
置
ε
藁
9
切
さ
覧
0
7
ピ
。
滋
。
昌
お
日
ρ
で
・
・
冨
増
唇

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
共
同
経
石
膿
制
を
蜜
℃
℃
簿
ニ
ヨ
と
云
ひ
、
そ
の
田
尻
貝
帥
ち
、
出
資
者
を
蜜
℃
9
と
い
ふ
。
初
め
に
語
義
を
調
べ
よ

う
。
蜜
署
⇔
と
歪
ま
れ
る
文
字
は
、
水
窪
に
李
行
せ
る
二
本
の
模
歌
行
よ
り
成
る
簡
重
な
る
文
字
で
あ
る
。
シ
ュ
メ
ー

ル
語
で
は
3
げ
叉
は
蝕
嶺
と
讃
ま
れ
、
「
一
こ
を
指
示
す
る
所
謂
色
出
二
字
で
あ
る
。
コ
〔
よ
b
轄
注
し
て
、
「
同
僚
」

「
仲
間
」
を
意
味
す
。
重
文
宇
は
新
バ
ビ
質
ニ
ァ
愚
婦
時
代
に
は
σ
鴛
鋤
甕
と
も
護
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
又
交
字
も
此

葦
の
無
妻
宇
霧
が
用
ひ
ら
・
・
よ
－
に
な
鉛
．
隷
．
夕
霧
は
肇
に
李
行
書
褒
線
に
同
∴

く
蟹
行
せ
る
二
本
の
襖
斌
斜
線
が
交
っ
て
形
成
さ
れ
た
る
指
事
滋
藤
で
、
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で
は
冨
終
舘
と
讃
ま
れ
、

バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ア
ン
ス
ソ
ァ
語
で
は
9
叢
ぎ
～
⑩
騨
鐸
と
讃
ま
れ
、
「
路
」
を
意
味
し
、
縛
注
し
て
、
．
「
斜
行
」
「
隊
商
」
の

意
味
も
有
っ
て
み
る
。
因
に
蕾
約
聖
書
創
世
記
に
出
て
く
る
、
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
傳
説
で
有
名
な
北
方
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の

ハ
ラ
ン
な
る
地
名
筥
9
9
磯
霧
窮
p
に
は
此
文
字
が
用
ひ
ら
れ
て
る
る
が
、
此
の
地
が
交
通
の
衝
に
あ
た
り
、
隊
商
の

行
き
交
ふ
地
と
い
ふ
の
で
此
名
が
輿
へ
ら
れ
π
も
の
で
あ
ら
う
。

　
蜜
℃
9
欝
目
は
3
℃
冨
よ
り
派
生
し
た
語
で
「
仲
間
の
關
係
」
帥
ち
「
聯
合
」
「
結
合
」
「
歯
糞
」
の
意
を
も
つ
て
み
る
。
今

注
制
上
の
用
語
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
場
合
、
帥
ち
二
人
以
上
の
入
が
契
約
し
て
蜜
℃
℃
簿
信
ヨ
を
緑
織
す
る
こ
と
を
け
キ

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
於
け
る
典
嗣
経
懸
燈
鱗
と
し
て
の
3
讐
舞
ロ
彰
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
二
號
　
　
二
三
九



　
　
　
　
　
つ
ム
ラ
ビ
隊
代
に
於
け
る
共
岡
経
回
鰹
澗
と
し
て
の
ξ
旧
・
孕
謹
に
就
い
て
　
第
＋
八
巻
第
二
盤
　
二
四
〇

讐
律
〆
§
魯
ゆ
警
と
云
ふ
。
　
白
毛
簿
毎
昌
2
）
譲
二
を
具
膿
的
に
云
へ
ば
、
定
款
葛
崇
肖
を
作
成
し
、
事
業
途
行
に
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

な
螢
業
資
本
毒
鶏
…
。
コ
§
巨
嘗
『
門
》
三
を
醸
出
す
る
行
爲
で
あ
る
。
．

　
＊
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ア
ッ
シ
リ
ア
語
で
は
資
本
を
表
現
す
る
語
と
し
て
は
是
等
二
語
の
外
に
、
三
昌
窮
F
露
ω
ξ
冨
穿
巴
【
一

　
自
剃
島
幹
銭
ζ
。
。
覧
ξ
巽
℃
酵
貧
5
寄
事
お
似
ヨ
9
察
鐸
一
の
諸
語
が
あ
る
。
∬
ヨ
B
葺
は
「
舞
」
と
云
ふ
語
義
を
も
ち
、
母

　
の
性
的
機
能
の
聯
想
よ
り
縛
注
し
て
、
利
潤
を
産
み
吊
す
資
本
9
毒
鼻
9
上
議
鶏
を
も
意
味
す
る
（
O
・
切
Φ
N
O
昇
翻
早

　
ぴ
嵐
〇
三
。
・
o
び
…
｝
ω
呂
鼠
○
。
〇
一
お
⑭
○
δ
三
舞
｝
鵠
Φ
達
。
♂
騒
磯
回
り
1
9
ρ
ω
■
ω
O
Q
．
）
o
葺
ご
ヨ
一
に
ρ
旨
ゆ
乱
は
に
9
遷
贈
回
高
畑
即
夢
℃
℃
門
戸
5
一
創

　
立
の
だ
め
の
資
本
の
意
昧
で
あ
る
。
（
○
・
切
①
N
9
9
薫
塾
ω
●
も
。
。
。
口
気
．
U
Φ
簿
N
ω
。
F
》
器
饗
同
ω
o
一
さ
ω
寓
磐
多
．
曾
審
告
琴
『

　
H
し
①
首
N
お
H
Q
◎
O
ρ
ψ
込
っ
鎗
．
）
o
β
ヨ
ヨ
娑
二
は
毒
転
註
よ
り
派
生
し
た
語
で
、
螢
業
資
本
、
投
下
資
本
疹
三
ρ
ひ
q
Φ
碁
葺
巴

　
で
あ
る
。
（
鐸
器
の
i
跨
葺
○
ド
重
器
饗
圃
⑭
o
早
図
コ
ひ
q
房
○
午
ご
0
9
。
。
9
0
。
。
国
磐
古
く
霞
8
吾
ぎ
量
切
○
同
含
お
O
轡
ψ
ω
．
α
声
尊
。
。
●
）

　
峯
聾
は
本
藍
の
語
義
は
財
布
で
あ
る
が
縛
じ
て
運
轄
資
本
切
Φ
霞
§
撰
ξ
旨
跳
の
意
と
な
つ
だ
。
　
（
切
Φ
N
9
9
0
ワ

　
簿
・
・
ψ
H
湛
O
）
耐
立
脚
蝕
旧
型
郎
等
婦
琶
ξ
。
・
営
は
利
子
を
件
は
ざ
る
資
本
師
無
利
息
資
本
宍
ρ
覧
帥
鉱
ω
毎
竃
5
①
○
ぎ
。

　
N
首
ω
窪
で
あ
る
。
　
（
ゆ
O
N
o
一
q
｝
　
旧
り
凶
自
己
　
ω
・
卜
9
山
の
鱒
）
。
一
・
臓
ヨ
鉢
食
滞
は
窓
警
「
頭
」
「
塊
」
、
ヨ
舞
罫
導
「
財
産
」
の
複
合

　
名
詞
で
固
定
資
本
を
意
貧
し
て
み
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
9
。
N
o
答
三
皇
ω
．
譲
8
）
．

次
に
9
薯
律
§
μ
の
組
織
に
關
す
る
ハ
ン
ム
ラ
ビ
王
扇
9
ヨ
ヨ
罎
騨
ぼ
（
b
り
O
O
“
一
団
O
に
α
　
H
W
●
（
り
冒
）
時
代
の
資
料
を
掲
げ
よ
う
○

　
「
国
慧
び
一
ω
貯
と
嬢
西
霞
ρ
ヨ
ρ
駆
と
は
3
℃
9
ε
B
を
組
織
せ
う
、
ぢ
沼
縁
コ
μ
↓
葱
毒
歪
・
日
。
彼
等
は
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
の

（54）



　
紳
殿
に
量
れ
り
。
彼
等
は
定
款
峰
Φ
ヨ
離
を
作
成
せ
り
。
銀
、
商
品
、
奴
隷
、
女
奴
隷
、
路
上
に
あ
る
も
の
鐘
σ
鍵
臨
甑

　
街
上
に
あ
る
も
の
鐙
鈴
症
（
利
盆
は
如
何
な
ら
う
と
も
）
等
分
に
彼
等
は
分
配
せ
り
（
島
巡
Φ
ぎ
ご
ヨ
巴
ρ
）
一
蹴
β
霧
旅

　
凶
子
器
。
彼
等
は
彼
等
の
契
約
給
臨
蜜
を
続
行
せ
り
。
銀
は
銀
、
奴
隷
、
女
奴
隷
、
路
上
に
あ
る
、
街
上
に
あ
る
商

　
品
、
口
か
ら
利
盆
ま
で
綴
窪
蔦
淫
心
三
瀬
①
一
冨
兄
は
弟
と
孚
は
ざ
る
べ
し
Q
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
、
マ
ル
カ
ト
、
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
ヅ
ッ
ク
、
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
に
よ
っ
て
誓
言
せ
り
。
十
七
入
の
謹
人
名
」

　
「
蟄
に
山
緊
程
と
H
ら
〕
艶
午
ω
営
と
は
鍵
℃
℃
簿
門
讐
を
組
織
せ
り
。
彼
等
は
こ
れ
を
明
に
す
る
た
め
鋼
官
を
訪
ね
て
シ

　
ャ
マ
ー
シ
ュ
瀞
殿
に
來
れ
り
。
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
並
製
に
於
て
鋼
官
は
正
し
き
割
定
を
彼
等
に
輿
へ
た
り
。
よ
っ
て
彼

讐
資
李
轟
轟
毎
彗
ぎ
ぜ
謬
。
奴
聲
垂
一
ぎ
姜
奴
隷
暴
一
暮
雪
あ
一
あ
働

　
配
當
憩
け
鍵
な
り
。
奴
隷
H
ぴ
恩
波
占
巳
5
女
奴
隷
跨
ヨ
ρ
三
ρ
巴
§
ρ
霧
。
。
圃
は
頓
薫
山
警
霞
の
配
當
な
り
。
彼
等
は
分
配

　
せ
）
。
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
及
シ
ン
の
紳
殿
に
於
て
彼
等
は
誓
言
せ
り
。
各
主
互
を
忌
め
た
り
。
訴
訟
の
た
め
彼
等
は
蹄

　
り
楽
ら
ざ
る
べ
し
。
互
に
異
議
を
申
し
立
つ
べ
き
何
等
の
異
議
な
し
。
シ
ン
、
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
、
マ
ル
ヅ
ソ
ク
、
川
ガ

　
ル
キ
ヌ
ナ
、
　
ハ
ソ
ム
ラ
ゼ
王
に
よ
っ
て
彼
等
誓
ふ
。
入
人
の
劉
官
名
。
ハ
ン
ム
ラ
ビ
王
三
十
四
年
ア
ダ
ル
（
第
十
二
）

　
　
（
三
）

　
の
月
。
」

　
是
等
二
個
の
資
料
は
南
部
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
大
都
市
ウ
ル
ク
d
岡
三
（
よ
り
登
見
せ
ら
れ
た
も
の
に
し
て
、
婁
も
簿
ニ
ヨ
の
・

忌
寸
配
當
の
決
算
表
で
あ
る
。
先
づ
二
、
三
の
熟
語
の
説
明
を
爲
さ
ね
ば
な
ら
濾
。
「
路
上
に
あ
る
も
の
」
と
は
3
℃
℃

　
　
　
　
酒
ン
ム
ラ
ぜ
確
代
に
於
け
る
共
圃
経
螢
艦
剃
と
し
て
の
3
勺
噂
三
岳
昌
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巷
　
箪
二
號
　
　
二
四
一



　
　
　
　
ハ
ン
、
ム
ラ
ビ
蒔
代
に
於
け
ろ
典
同
経
醤
泣
輪
と
し
て
の
ξ
農
§
に
就
い
て
　
　
第
＋
入
巷
議
二
號
　
二
四
二

律
三
ご
に
よ
っ
て
庸
は
れ
た
る
代
理
入
一
》
上
戸
幾
9
9
窪
鋒
ヨ
巴
一
瓢
に
よ
っ
て
行
商
販
壷
中
の
商
品
と
云
ふ
意
味
で
、
「
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

上
に
あ
る
も
の
」
と
は
ウ
ル
ク
市
の
市
場
に
て
販
壷
中
の
商
晟
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
Q
．
「
等
分
に
分
配
せ
ウ
」
と
は

¢
℃
9
9
ヨ
の
特
質
を
示
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
普
通
に
は
「
利
盆
は
如
何
程
で
あ
っ
て
も
」
壁
心
①
ぎ
高
密
鉱
9
と
云
ふ

峯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

語
が
湘
へ
ら
れ
る
の
が
完
全
な
る
エ
キ
ス
プ
ン
ソ
シ
ョ
ソ
で
あ
る
。
帥
ち
㌶
薯
φ
は
同
額
の
出
資
者
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
3
℃
冨
貯
ヨ
の
事
業
よ
り
生
す
る
利
盆
は
一
切
等
分
に
鍵
℃
讐
間
に
分
配
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
「
等
分
に

分
配
せ
り
」
と
は
冨
℃
℃
簿
毎
類
の
定
款
に
從
っ
て
行
は
れ
た
る
利
盆
配
當
の
方
法
で
あ
る
O
「
口
よ
り
利
器
ま
で
」
は
常

用
熟
語
で
普
蓮
に
は
「
口
よ
り
金
ま
で
」
①
ω
ε
蔦
帥
貢
げ
ξ
9
曾
が
使
用
さ
れ
る
0
「
口
」
は
定
款
に
規
定
さ
れ
た
る
契
約

9
流
目
9
「
言
葉
」
を
意
字
し
、
ユ
金
し
と
は
金
の
如
壽
債
値
あ
る
も
の
と
云
ふ
意
味
で
、
「
口
よ
り
利
釜
ぎ
で
」
「
口
よ
り
金
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

で
」
と
は
定
款
の
規
約
と
利
盆
分
配
に
就
い
て
と
云
ふ
．
義
で
あ
る
。
第
二
資
料
中
の
「
彼
等
は
資
本
を
投
下
せ
）
日
ギ

ヨ
餅
巳
混
ぜ
冨
勇
（
田
）
」
は
「
彼
等
は
等
し
き
資
本
を
投
下
せ
り
臼
重
重
魯
昌
慧
β
9
鴫
諏
ゆ
℃
貯
自
（
包
の
意
味
で
あ
る
。
今

假
に
、
第
二
資
料
に
あ
る
一
入
の
奴
隷
と
一
入
の
女
奴
隷
の
償
格
を
當
時
の
通
貨
に
換
算
し
て
見
る
な
ら
ば
、
奴
隷
】

入
の
公
定
標
準
債
格
は
銀
告
マ
ナ
即
二
十
シ
ェ
ケ
ル
で
あ
る
と
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
は
規
定
し
て
み
る
（
第
二
百
五
十
二

條
）
。
奴
隷
皇
女
奴
隷
の
年
齢
、
卓
筆
、
容
貌
等
に
よ
っ
て
儂
格
に
差
等
の
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
Q
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時

代
の
奴
隷
壷
買
の
記
録
が
多
数
窺
存
し
て
み
る
が
、
契
約
謹
交
の
う
ち
に
軍
に
「
完
全
な
る
儂
格
に
て
買
ふ
Q
」
と
の
み

あ
っ
て
儂
格
の
数
詞
の
記
さ
れ
て
な
い
も
の
は
公
定
縮
場
の
銀
二
十
シ
ェ
ケ
ル
で
珍
襲
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
女
奴
隷

（56）



の
債
格
に
就
い
て
は
、
四
個
の
契
約
讃
文
が
、
　
囚
○
匡
2
1
d
お
舜
α
共
著
に
な
る
「
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
及
資
料
集
」
の
第
三

女
中
に
記
載
さ
れ
て
る
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
人
の
女
奴
隷
は
一
〇
シ
ェ
ケ
ル
（
累
巨
躰
卜
D
こ
。
）
、
　
一
人
は
一
〇
、
五
シ
ェ

ケ
ル
（
客
腎
．
心
綜
二
人
は
一
入
・
五
シ
ェ
ケ
ル
（
二
二
爵
⑦
と
入
は
二
〇
シ
ェ
ケ
ル
（
累
昌
恥
雪
）
で
責
買
さ
れ
て
る
る
。
大
膿

所
与
て
女
奴
隷
は
男
奴
隷
よ
り
も
幾
分
安
儂
で
あ
っ
π
。
銀
一
シ
ェ
ケ
ル
は
こ
れ
を
今
日
の
便
値
に
換
算
す
れ
ば
英
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
入
）

約
三
シ
リ
ン
グ
邦
貨
約
萱
圓
五
拾
銭
で
あ
る
。
銀
一
シ
ェ
ケ
ル
は
當
時
の
賃
勢
働
者
三
十
日
分
の
賃
銀
に
相
弱
し
た
。

　
上
述
し
た
二
個
の
利
潤
配
當
の
決
算
表
面
其
他
に
よ
っ
て
知
ら
る
、
．
㌶
℃
℃
⇒
貯
ヨ
の
組
織
に
就
い
て
は
、

「、

､
岡
経
管
者
は
け
壱
℃
鍵
毒
の
定
款
を
作
成
す
る
こ
と
、
而
し
て
嘗
該
定
款
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
イ
、
共
同
経
讐
事
業
の
臼
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
ロ
、
各
自
等
額
の
資
本
を
投
資
す
る
こ
と
、

　
ハ
、
利
潤
の
等
分
配
當

　
二
、
決
算
表
を
作
成
し
、
之
を
裁
割
所
に
届
鵠
る
こ
と

　
ホ
、
裁
剣
所
に
於
て
、
鯛
官
、
婦
人
の
面
前
に
て
、
決
定
せ
ら
れ
た
る
利
潤
配
當
に
了
し
て
は
向
後
異
議
を
串
し
立

　
　
　
て
ざ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
る
。

二
、
裁
勃
所
に
露
℃
冨
9
露
設
立
を
登
録
す
る
こ
と
、

三
、
定
款
に
從
ひ
等
額
の
資
本
の
醇
出
投
資
、

　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
暗
代
に
於
け
る
共
岡
経
督
纏
剃
と
し
て
の
貯
署
⇔
零
目
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
二
四
三



　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
隠
代
に
」
於
曲
り
ろ
此
ハ
嗣
経
螢
凧
鰹
剃
・
と
し
て
の
鏑
℃
唱
⇒
葺
ヨ
に
就
い
て
　
　
　
　
第
十
八
総
　
第
二
號
　
　
　
二
四
四

、
四
、
事
業
の
経
讐
、

五
、
定
款
に
從
ひ
利
潤
の
等
分
配
當

　
の
諸
事
項
が
推
察
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
淡
算
表
は
年
一
回
作
成
さ
れ
、
裁
鋼
所
へ
の
届
出
は
訴
訟
手
綾
の
方
法
を
と

　
（
九
）

る
。
　
9
b
℃
簿
毒
θ
の
事
務
は
蜜
℃
℃
⇒
扇
情
が
行
ふ
場
合
と
代
理
人
ぴ
2
軽
量
銭
”
9
鐙
言
些
諸
が
之
を
行
ふ
場
合
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

あ
る
。
　
蜜
℃
9
貯
ヨ
の
解
膿
駐
瑳
年
窮
欝
暮
は
裁
判
所
に
剥
け
出
で
ら
れ
る
。

　
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
法
典
は
3
で
℃
簿
毎
ご
に
算
し
て
は
何
等
の
規
程
を
も
其
條
文
中
に
記
し
て
み
な
い
が
、
現
存
の
ハ
ン
ム

・
ラ
ゼ
法
典
に
は
第
六
十
六
條
よ
り
第
九
十
九
條
ま
で
の
三
十
四
ヶ
條
が
碑
石
の
破
損
に
よ
っ
て
失
は
れ
て
る
る
の
で
、

一
白
ハ
内
八
ケ
専
領
）
ン
・
ラ
ビ
法
を
記
銘
し
淀
議
の
断
片
等
に
よ
っ
て
恢
復
・
、
れ
て
る
一
ρ
笛
ヨ
・
げ
一
、
．
働

も
云
っ
て
み
る
如
く
、
恐
ら
く
、
是
に
離
す
る
規
程
は
其
失
は
れ
た
條
文
中
に
記
さ
れ
て
ゐ
元
も
の
で
あ
ら
う
。

　
次
に
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
の
露
寒
サ
ム
ス
イ
ル
ナ
ω
9
ヨ
雪
導
襲
（
も
り
O
ト
り
函
1
μ
⑩
○
○
刈
H
W
●
○
●
）
の
治
…
世
四
年
第
入
月
（
と
く
斜
舜
傷
磐
日
欝
償
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
㎜
）

四
日
の
日
附
を
も
つ
た
3
℃
覧
言
ヨ
の
決
算
表
を
暴
げ
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
　
，

　
、
贈
σ
q
9
乱
O
・
・
霧
の
田
地
鼻
ぎ
昌
は
ン
幽
σ
q
蜜
7
ω
汐
の
子
ン
｛
ぎ
磐
・
へ
の
警
官
魯
一
二
、
加
撃
二
し
。
O
。
。
鍵
の
田
地
は
目
ヂ

。。

茶
ﾌ
霞
の
子
吉
窪
山
蜂
窪
及
言
言
》
≦
↓
7
注
へ
の
配
當
、
舶
σ
q
雲
き
い
契
の
田
地
は
℃
び
9
マ
G
Q
訂
の
子
H
含
マ
ω
鎗
奉
。
。

と
令
弟
へ
の
配
當
と
な
っ
て
み
る
が
、
5
貯
水
池
舞
讐
は
其
廣
さ
如
何
に
か
、
は
ら
す
凝
望
9
ぴ
単
二
分
配
せ
ら
れ
す
、

彼
等
は
興
同
に
水
を
使
用
す
べ
し
。
彼
等
は
完
全
に
一
致
し
て
利
潤
葛
ヨ
巴
罎
δ
を
分
配
せ
り
。
彼
等
は
そ
れ
を
墾
更



せ
ざ
る
を
誓
約
せ
り
し
と
あ
る
Q

　
出
痔
決
算
表
に
よ
る
と
、
其
癖
確
た
る
田
地
は
等
分
に
分
配
さ
れ
る
e
も
、
灌
概
用
の
貯
水
池
は
雪
℃
℃
p
葺
ヨ
に
扇
し

換
言
せ
ば
蜜
℃
旨
の
共
有
財
産
と
し
て
、
分
配
さ
れ
て
み
な
い
。
か
く
の
如
く
下
簗
は
等
覚
資
本
の
投
資
に
よ
る
一
切

の
牧
盆
を
等
配
分
す
る
と
い
ふ
善
進
簿
毒
露
の
性
質
よ
り
槻
れ
ば
當
然
の
暴
君
で
あ
っ
た
。
而
し
て
此
鍵
℃
将
補
ヨ
の

3
℃
℃
φ
は
窯
ぎ
鎗
寒
土
鷺
↑
H
鰹
鍵
と
其
弟
》
≦
ゆ
通
馬
P
H
α
営
－
も
弓
9
一
ご
線
と
其
弟
と
の
五
名
で
あ
る
が
、
暦
書
の
分
配
は

ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

三
組
に
行
は
れ
て
県
名
の
者
に
個
々
に
は
行
は
れ
て
る
な
い
。
こ
れ
は
當
該
蜜
℃
｝
養
身
ヨ
の
資
本
が
五
名
よ
り
各
自
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
っ
て
轟
資
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
三
系
よ
り
出
資
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
軍
事
は
小
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

よ
り
大
資
本
へ
と
資
本
の
合
同
増
大
の
駿
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
本
合
同
堰
大
の
方
法
は
各
人
の
子
分
投

資
と
い
ふ
が
如
き
無
條
難
険
資
本
合
同
で
は
な
く
、
等
分
な
る
投
資
額
と
等
分
な
る
牧
盆
分
配
と
い
ふ
御
事
⇔
9
ヨ

の
性
質
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
る
、
謂
は
や
合
資
の
合
同
と
云
ふ
段
階
的
資
本
合
同
の
形
式
を
と
っ
て
み
る
。
曲
讐
β

こ。

n
。
・
鍵
の
田
地
は
頓
自
山
再
三
と
そ
の
弟
諺
急
〒
H
蜂
鍵
の
共
有
財
産
と
し
て
配
當
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
兄
弟
が

如
何
な
る
割
合
で
此
配
當
田
地
を
各
自
の
所
有
と
し
た
か
は
～
こ
の
決
算
表
で
は
判
ら
な
い
。
こ
、
に
出
て
み
る
曽
㌣

H
緊
霧
と
特
撮
｝
駕
〒
島
と
は
彼
等
兄
弟
の
み
で
出
資
し
合
ひ
、
多
く
の
ウ
ル
ク
φ
憎
白
市
の
住
宅
地
を
購
買
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
ご
）

み
る
が
、
其
等
を
記
し
た
多
数
の
記
録
は
現
存
し
て
み
る
。

　
肋
臼
工
警
霧
は
南
部
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
都
市
ウ
ル
、
ク
（
ム
・
日
の
名
鴛
ぎ
）
の
一
ブ
ル
ジ
日
ア
ー
で
あ
っ
た
。
彼
の
残
し
た

　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
二
代
に
於
け
鑑
神
経
螢
鑓
捌
と
し
て
の
蔓
・
⇒
葺
に
就
い
て
　
第
＋
入
巷
第
二
號
　
ご
四
五

（59）



　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
霊
代
に
於
け
ゑ
ハ
問
経
二
歩
鰐
と
し
て
の
三
豊
舞
に
競
い
て
　
第
＋
経
巻
策
二
號
　
二
四
六

契
約
謹
書
に
書
き
記
さ
れ
る
田
附
に
よ
っ
て
、
彼
の
活
動
し
た
る
時
期
は
ラ
ル
ず
U
㌶
。
・
碧
の
國
王
ソ
イ
ム
ロ
シ
ン
図
ゆ
ヨ
、
、

ω
ぎ
（
団
◎
o
・
。
あ
8
。
。
鋳
O
・
）
時
代
よ
り
、
彼
を
滅
し
て
葦
葺
共
に
バ
ビ
Ψ
ソ
統
一
王
胤
を
建
設
し
淀
第
一
王
朝
第
六
代
の

諸
王
ハ
ン
ム
ラ
ビ
（
ゆ
O
Φ
“
i
b
り
O
も
り
O
H
W
．
（
評
）
の
末
期
十
三
年
間
を
通
し
、
第
七
代
王
サ
ム
ス
イ
ル
ナ
の
治
世
十
年
頃
ま
で
の

約
二
十
五
年
の
間
で
あ
っ
た
。
彼
の
父
を
冒
あ
。
穿
9
臼
母
を
巨
碧
ご
9
。
ω
讐
9
と
云
ふ
。
彼
に
は
補
正
の
弟
と
二
人
の
妹

　
　
　
　
（
「
四
）

と
が
あ
っ
淀
。
彼
の
父
は
ウ
ル
ク
市
の
資
産
家
で
あ
っ
て
、
同
市
の
資
産
家
d
げ
碧
1
ω
誹
と
9
薯
P
ゴ
ヨ
を
設
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

其
資
産
を
増
し
て
み
る
。
彼
の
舞
は
諺
鐙
礁
マ
と
繋
せ
ら
る
、
都
市
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ー
た
る
跨
ぴ
士
爵
の
女
に
し
て
、
多
額

の
持
墾
金
甲
Φ
凝
貯
を
持
っ
て
転
職
鼻
冨
密
の
許
に
嫁
し
て
來
た
ら
し
く
、
彼
女
が
ハ
、
ン
ム
ラ
ビ
王
の
三
十
四
年
ア
ダ

・
ル
の
月
（
第
十
二
の
月
）
に
六
人
の
子
女
の
中
、
末
の
三
人
の
息
子
に
分
配
し
た
財
産
は
三
男
の
留
〒
鐙
琶
器
に
は
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隷
一
入
と
銀
十
シ
ェ
ケ
ル
を
．
四
男
留
マ
勇
魯
素
膚
に
は
銀
十
シ
ェ
ケ
ル
と
別
に
結
婚
費
昏
窟
ε
と
し
て
銀
鱗
シ
ェ
ケ

ル
の
計
二
十
シ
ェ
ケ
ル
を
、
末
子
8
霞
ゆ
σ
5
田
に
は
銀
十
五
シ
ェ
ケ
ル
を
、
総
計
銀
四
十
五
シ
ェ
ケ
ル
と
奴
隷
一
人
と

を
分
配
し
て
み
る
。
奴
隷
｝
入
の
公
定
標
準
償
格
は
二
十
シ
ェ
ケ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、
之
を
銀
に
換
算
す
れ
ば
彼
女
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

三
人
の
末
の
子
に
分
配
し
た
財
産
高
は
六
十
五
シ
ェ
ヶ
〃
師
一
マ
ナ
ナ
五
シ
ェ
ケ
ル
で
あ
っ
た
Q
彼
女
が
長
男
、
次
男

庶
女
．
究
女
の
四
入
へ
分
配
し
た
財
産
高
は
知
り
得
な
い
が
、
長
男
暫
〒
薄
霧
が
或
記
録
に
於
て
、
「
我
が
母
よ
b
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
入
）

銀
に
て
買
ひ
し
」
と
述
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
中
の
母
の
持
病
金
は
母
の
死
後
そ
の
子
女
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

分
配
さ
る
べ
し
と
の
規
定
に
從
っ
て
、
四
人
の
子
女
が
舞
の
財
産
分
配
に
與
っ
て
み
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
而
し
て
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四
人
の
分
配
高
が
三
人
の
分
配
高
よ
り
も
多
か
つ
π
こ
と
は
三
名
へ
の
分
配
峯
が
長
幼
の
順
に
從
っ
て
逓
増
し
て
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
う
る
。
出
晶
裕
な
る
家
督
を
…
纏
い
だ
切
農
山
蜂
彗
は
彼
の
父
の
共
同
経
螢
藩
d
ぴ
ρ
↑
ω
冒
の
子

寓
げ
巴
守
ω
宣
と
3
℃
嘗
葺
ヨ
を
組
織
し
、
奴
隷
貿
易
業
に
從
還
し
た
こ
と
は
銑
述
の
襖
朕
泥
帝
統
献
に
よ
っ
て
知
ら
る

　
　
　
　
（
二
〇
）

、
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

　
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
王
の
三
十
四
年
ア
グ
ル
の
月
（
第
十
二
の
肩
）
の
紐
附
を
も
つ
た
模
歌
回
章
丈
獄
に
よ
れ
ば
H
馬
弓
ヨ
あ
ぎ

及
其
弟
達
は
彼
等
の
3
薯
⇔
た
る
頓
髪
占
卜
舞
と
其
弟
卜
≦
↓
工
嵩
に
出
し
て
牧
盆
配
當
に
關
す
る
財
産
返
還
請
求
の

訴
訟
を
起
し
て
み
る
。
其
理
由
は
稗
誓
最
早
程
と
其
弟
》
ぞ
訟
－
臣
と
が
　
】
ゆ
程
の
建
物
附
敷
地
瞬
り
夘
9
b
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

　
　
　
　
　
　
　

二
ω
鴛
の
宅
地
団
．
宏
。
宕
1
1
犀
毒
ρ
ヨ
信
と
を
購
買
し
た
る
に
宿
し
て
、
　
H
嵩
σ
き
で
ω
ぽ
は
此
行
爲
を
以
て
頓
自
山
蜂
霧
が

蜜
薯
φ
田
畠
の
共
同
資
本
金
三
塁
6
二
同
鴛
鋤
巳
を
秘
密
に
融
通
し
、
そ
の
利
盆
を
着
服
し
た
も
の
と
断
定
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
　
H
誌
蜜
導
あ
ぎ
等
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
訴
訟
に
樹
し
て
、
　
頓
筐
山
駆
叶
鍵
は
シ
ャ
マ
ー
シ
ュ
紳
殿
の
法
廷
に
て

「
我
が
母
よ
り
の
銀
に
て
買
ひ
し
も
の
に
て
、
共
同
資
金
に
て
買
ひ
し
も
の
に
非
ず
」
と
繹
明
し
、
皆
々
の
審
理
も
亦
、

彼
の
二
黒
を
是
認
し
、
H
篤
σ
き
了
ω
貯
及
其
弟
達
は
家
屋
、
宅
地
に
面
し
て
何
の
纏
利
を
も
有
ち
得
ざ
る
こ
と
が
割
決

さ
れ
た
。
而
し
て
彼
等
は
將
來
訴
訟
を
起
さ
い
る
こ
と
を
國
王
に
よ
っ
て
誓
っ
て
み
る
。
け
だ
し
、
常
該
訴
訟
は
利
盆

の
等
配
當
と
い
ふ
鐘
℃
℃
⇒
貯
露
の
規
約
を
基
礎
と
し
て
起
さ
れ
た
も
の
と
思
考
せ
ら
れ
る
○

　
（
一
）
　
O
・
頃
・
ノ
く
陰
］
．
o
ゴ
器
”
b
d
葬
σ
覧
。
艮
9
口
舘
蚤
》
器
鷲
一
毎
い
9
〆
く
掌
0
9
＃
話
。
就
p
一
己
回
・
o
け
8
吋
ω
”
国
籍
昌
げ
霞
α
q
副
H
㊤
O
恥
“
℃
●
b
っ
o
D
“
・

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
二
代
に
於
け
る
共
同
輕
督
櫨
制
と
し
て
の
9
貰
§
に
就
い
て
　
　
第
＋
入
谷
第
二
號
　
二
四
惹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蟹
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（一

O
）
　
一
露
山
己
ω
・
臼
・

三

　
前
節
に
於
て
は
3
℃
℃
簿
ヨ
こ
の
性
質
及
機
能
に
就
い
て
遽
べ
た
が
本
節
に
於
い
て
は
蜜
℃
℃
簿
。
ヨ
に
よ
っ
て
経
螢
せ

ら
れ
た
事
業
の
種
類
に
就
い
て
考
察
し
て
見
た
い
。
バ
ビ
ロ
ン
第
一
王
朝
時
代
の
現
存
資
料
に
よ
っ
て
知
ら
る
、
婁
マ

℃
桑
戸
§
の
謁
象
と
な
っ
た
事
業
は
、
奴
隷
、
家
屋
、
宅
地
．
田
畑
の
他
に
、
手
量
品
、
香
油
、
上
物
、
羊
毛
等
の
加
工

的
或
は
自
然
的
商
品
の
法
理
の
如
き
商
事
製
図
朗
性
質
を
帯
び
π
も
の
多
く
、
工
業
的
生
産
企
業
は
比
較
的
少
い
。
け

だ
し
、
こ
れ
は
商
業
資
本
ま
義
化
し
た
バ
ビ
ロ
ン
祉
會
の
商
業
的
性
質
を
反
影
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
　
3
℃
℃
簿
二
8
の

整
序
と
な
っ
た
手
工
業
的
企
業
に
於
て
は
共
同
投
資
聖
明
ち
6
巷
旨
は
生
産
に
從
事
す
る
職
工
（
奴
隷
）
と
生
産
原
料

　
　
　
　
（
一
ノ

と
を
出
資
し
た
。
ハ
ン
ム
ラ
ビ
は
其
法
典
に
於
い
て
（
二
七
四
條
）
手
駒
職
工
ヨ
孚
§
§
ぎ
営
副
陶
工
論
叢
O
誤
φ
鋭

裁
縫
工
雲
離
穴
》
や
石
工
箸
戸
隠
箋
る
γ
鍛
冶
工
§
℃
募
上
巴
》
大
工
即
ノ
忌
日
α
q
十
重
ヨ
”
製
革
皮
工
の
｝
般
大
工

9
＆
昏
惑
ポ
建
築
大
工
罫
罫
ヨ
等
の
公
定
標
準
賃
銀
を
規
定
し
て
み
る
が
、
是
等
職
工
の
賃
銀
は
賃
量
働
者
ρ
≦
曽

｝
ひ
Q
搭
ヨ
の
そ
れ
と
妃
督
す
れ
ば
同
等
か
或
は
そ
れ
以
下
で
あ
る
。
賃
螢
働
者
の
一
日
の
賃
銀
幽
費
9
は
書
聞
の
長
い

第
一
月
（
箔
認
多
義
現
今
の
暦
に
す
れ
ば
三
月
中
旬
よ
り
四
月
の
中
旬
ま
で
）
よ
り
第
五
月
（
≧
Ψ
詳
七
月
中
旬
よ
り
入
月

中
旬
）
ま
で
は
銀
六
シ
ェ
澄
で
あ
り
、
昼
間
の
短
く
な
る
第
六
月
（
国
甘
ε
よ
り
第
十
二
月
（
跨
下
量
毎
）
ま
で
は
銀
五
シ

ェ
と
規
定
さ
れ
（
二
七
三
條
）
、
職
工
の
賃
銀
は
五
シ
ェ
か
四
シ
ェ
と
規
定
さ
れ
て
る
る
（
二
七
四
條
）
。
こ
れ
は
云
ふ
ま
で

　
　
　
　
ハ
ン
ム
う
ど
時
代
に
於
け
る
共
同
経
讐
盤
鋼
と
し
て
の
ξ
冨
毒
に
就
い
て
　
　
第
＋
八
魯
第
二
號
　
一
西
九

（63）



　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
於
鼎
り
ろ
悲
ハ
同
経
螢
能
動
と
し
て
の
言
℃
℃
簿
筍
昌
に
就
い
て
　
　

第
十
八
巻
第
二
號
　

二
五
〇

も
な
く
當
時
の
生
産
關
係
に
於
て
は
農
業
が
手
工
業
よ
り
主
要
置
位
を
占
め
て
み
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
時

代
が
遙
か
に
降
っ
て
、
西
紀
前
言
、
石
盤
紀
の
ア
ソ
ス
ヲ
ァ
乱
婚
時
代
に
な
っ
て
工
業
的
産
業
が
隆
盛
と
な
っ
て
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

は
「
職
工
二
毒
6
沙
蒙
は
國
家
支
配
の
頂
上
を
歩
む
」
と
か
「
國
王
が
彼
等
を
無
視
す
れ
ば
國
家
を
失
は
ね
ば
な
ら
滋
」
と

が
為
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
バ
ビ
ロ
ン
第
｝
王
朝
時
代
に
は
手
工
業
的
生
産
業
は
農
業
的
生
産
業
に
比
し
て
経

濟
的
重
要
性
は
下
位
に
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
生
産
器
具
の
古
曲
幼
稚
で
あ
っ
た
農
業
に
於
け
る
生
産
手
段
の
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

素
は
人
間
画
意
力
で
あ
っ
た
。
叉
都
會
に
於
け
る
諸
生
産
業
に
直
属
す
る
職
工
の
多
く
は
奴
隷
身
分
の
も
の
で
あ
っ
た

當
時
の
奴
隷
所
有
者
が
そ
の
奴
隷
を
し
て
諸
種
の
技
術
を
學
ば
し
め
て
み
る
記
録
は
多
く
現
存
し
て
み
る
。
こ
の
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

な
る
勢
働
力
及
技
術
を
供
給
す
る
奴
隷
の
責
請
或
は
貿
易
が
3
薯
律
三
ご
の
重
要
投
資
風
趣
と
な
っ
た
の
は
轟
然
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

つ
た
。
奴
隷
の
債
格
に
就
い
て
は
前
述
せ
し
如
く
、
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
中
に
其
公
定
標
漁
慣
格
（
二
〇
シ
ェ
ケ
ル
）
が
規

定
さ
れ
て
る
る
が
、
脾
バ
ビ
p
ン
第
一
王
朝
時
代
に
心
象
さ
れ
た
奴
隷
の
最
高
及
最
低
院
画
に
し
て
、
今
日
知
ら
れ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
（
四
）

る
資
料
に
よ
れ
ば
入
電
シ
ェ
ケ
ル
と
五
シ
ェ
ケ
ル
と
で
あ
る
。
爾
ほ
奴
隷
に
就
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

　
農
業
に
曾
て
人
間
勢
働
力
と
相
並
ん
で
重
要
生
産
要
具
と
な
つ
π
家
畜
（
牛
）
の
壷
買
も
3
薯
簿
ロ
ヨ
の
投
資
勢
象
と

　
　
（
五
）

な
っ
た
。

　
田
畑
の
密
買
買
業
が
充
分
な
る
利
盆
を
も
た
ら
す
事
業
と
し
て
3
凝
望
戸
§
の
投
資
野
象
と
な
っ
た
こ
と
は
商
業
資
本

ま
嚢
の
村
落
に
ま
で
侵
窪
し
π
こ
ど
を
示
す
も
の
で
あ
ち
う
。
又
都
市
に
於
け
る
家
屋
宅
地
の
責
買
が
多
大
の
三
盆
を



も
た
ら
す
も
の
と
し
て
¢
薯
⇒
宮
ヨ
の
投
資
封
象
と
な
っ
た
の
は
政
治
的
又
商
工
業
的
中
心
地
た
る
都
市
の
地
債
が
田

畑
の
そ
れ
に
比
し
て
遙
か
に
高
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
バ
ビ
ロ
．
ン
第
一
王
朝
時
代
に
於
て

都
會
と
田
舎
と
の
地
謡
は
一
サ
ル
。
・
鍵
，
に
つ
き
李
均
比
峯
は
器
α
”
目
で
あ
り
、
ニ
ッ
プ
ー
ル
窯
芯
地
毎
に
於
て
は
、
　
ハ

ン
ム
ラ
ゼ
時
代
に
爾
者
の
地
霊
比
は
一
サ
ル
に
つ
き
約
O
O
O
”
同
で
あ
っ
た
Q
師
ち
十
シ
ェ
ケ
ル
の
地
響
を
も
つ
た
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

百
サ
ル
の
郊
外
田
畑
が
ニ
ッ
プ
ー
ル
市
内
の
建
物
附
宅
地
一
テ
ル
四
ギ
ン
④
貯
に
相
序
し
た
。
因
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ア

ッ
ス
リ
ァ
に
於
て
使
用
せ
ら
れ
た
地
積
軍
位
は

　
欝
“
8
●
O
・
b
っ
呂
戸
茜
δ
ヨ
①
け
δ

印q

ｬ
燵
裳
Φ
涯
罫
。
・
①
ピ
6
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

血
程
1
1
㊦
O
ひ
q
貯
1
1
鑓
●
G
ゆ
α
ω
．
厳
●

　
ひ
Q
讐
ρ
一
－
一
Q
。
O
O
も
q
胃
H
o
斜
黛
W
O
O
O
G
自
量
已
．

　
　
　
（
八
）

　
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
ウ
ル
ク
市
の
プ
ル
ジ
ョ
ァ
ー
0
崖
山
鰹
霞
と
小
弟
疹
づ
ら
7
管
と
の
壁
℃
言
9
ヨ
が
買
子
し
た

る
ウ
ル
ク
市
の
．
家
屋
宅
地
の
壷
買
契
約
書
は
二
七
個
も
現
存
し
て
み
る
。

（
一
）
　
o
℃
．
H
o
ゲ
g
”
o
唱
・
9
f
℃
唱
●
b
D
ゆ
H
い
b
り
魑
・

（
二
）
　
切
●
鑑
。
謎
。
。
⇒
①
び
。
℃
曾
9
∬
ψ
悼
腫
ρ

（
三
）
　
開
。
露
興
諏
昌
鮎
q
ロ
σ
q
ヌ
山
植
。
ワ
〇
四
£
累
5
躊
⑩
・

（
四
）
　
帥
び
己
こ
署
雛
念
野

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
購
代
に
於
け
る
共
同
経
螢
盤
欄
と
し
ズ
の
ξ
℃
葎
§
に
就
い
て
　
　
第
＋
入
巷
第
二
號
　
二
五
『



（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

　
最
後
に
蜜
電
⇔
貯
ヨ

　
近
年
著
し
く
進
捗
し
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
方
の
古
都
世
襲
掘
事
業
は
一
個
の
重
要
な
考
古
攣
上
の
新
事
實
を
提
示
し

た
。
帥
ち
チ
グ
リ
ス
、
ユ
フ
ラ
テ
ス
黒
総
間
の
沖
積
草
野
に
存
在
し
た
古
都
市
（
例
へ
ば
ウ
ル
d
ぼ
）
は
村
落
よ
り
町
、
町

よ
り
都
市
へ
の
如
き
漸
次
感
温
展
を
辿
っ
た
謹
跡
は
な
く
、
初
期
銅
器
使
用
人
民
ぽ
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ヂ
古
代
史
の
年
表
に

よ
れ
ば
西
紀
前
約
五
〇
〇
〇
年
以
前
に
ユ
フ
ラ
テ
ス
河
岸
に
都
市
を
造
汗
し
、
爾
後
都
市
と
村
落
と
は
封
立
野
關
係
に

量
か
れ
、
、
後
者
が
軍
な
る
部
族
的
村
落
共
同
膿
と
し
て
農
牧
に
從
嚇
し
た
る
に
煙
し
、
前
者
は
政
治
的
軍
事
的
申
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

し
て
の
み
な
ら
す
、
商
工
業
帥
ち
生
産
業
の
中
心
と
し
て
襲
達
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
寓
．
ω
魯
琴
達
醇
激
授
も
指
摘

し
て
み
る
如
く
、
バ
ゼ
網
目
ア
、
ア
ッ
ス
リ
ァ
諸
書
王
鋼
都
市
共
同
膿
の
闘
雫
は
バ
ゼ
ロ
．
ニ
ァ
史
上
一
個
の
主
要
事
件

で
あ
っ
た
。
ま
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
文
化
は
一
個
の
都
市
文
化
、
　
一
個
の
僧
侶
的
i
市
民
的
文
化
と
幕
せ
ら
る
、
程
で
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

該
文
化
の
登
展
は
僧
侶
と
市
民
と
の
手
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
里
心
閣
係
に
於
て
商
業
の
籏
充
獲
展
の
契
機
と
な
る
も
の
は
、
交
換
媒
介
と
し
て
貨
幣
の
使
用
で
あ
る
。
爾
河
地
方

　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
蒔
代
に
於
け
る
共
岡
経
回
鰹
鋼
と
し
て
の
喜
翼
§
に
早
い
て
　
筆
八
巻
第
こ
號
　
二
五
二

潟
〇
三
2
貫
民
q
薦
舞
斜
昴
自
●
＜
．
宕
磐
回
誤
O
．

U
・
U
o
岡
壱
。
門
β
冒
0
8
℃
9
a
急
9
曾
轡
9
凱
。
鐸
H
8
罫
マ
μ
冨

譲
〇
三
醇
§
焦
9
｝
σ
q
コ
巴
》
尉
集
零
目
く
●
裟
影
μ
O
O
刈
’

囚
。
匡
2
舞
匹
φ
お
塁
斜
切
飯
・
H
目
ω
●
b
。
O
メ
　
に
よ
う
〇

　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
の
有
す
る
バ
ビ
ロ
ン
就
會
の
経
濟
蕃
習
に
於
け
る
意
義
を
述
べ
て
良
筆
し
た
い
Q

（66）



に
於
て
交
易
媒
介
と
し
て
金
騰
賞
幣
の
使
用
は
、
今
日
軍
営
、
に
よ
っ
て
知
り
ラ
る
所
で
は
う
ガ
シ
ュ
の
國
王
エ
ゾ
ケ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

ル
編
纂
聾
Φ
ひ
q
巴
（
8
。
。
δ
O
甲
Ω
）
の
時
代
で
銅
霞
瓢
費
が
こ
れ
に
當
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
獄
に
記
録
さ

れ
た
現
存
資
料
に
よ
る
デ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
金
閣
（
銅
）
貨
幣
使
用
の
起
源
は
こ
れ
よ
う
更
に
右
に
料
り
う
る
わ
け
で
あ

る
。
銀
甲
愚
自
が
貨
幣
と
し
て
盛
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
西
方
の
銀
産
地
方
（
日
舞
把
ω
鉱
脈
）
と
直
接
交

渉
の
行
は
れ
出
し
た
ア
ソ
カ
ザ
ド
帝
國
時
代
（
b
り
“
ぴ
μ
一
団
α
O
Q
o
　
｝
W
幽
（
）
。
）
頃
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
き
ア
ン
カ
ー
1
8
帝
國

の
創
立
者
ナ
ル
ゴ
ン
（
ω
財
霧
讐
ぎ
ピ
ω
霧
⑩
o
巳
の
競
孚
者
で
あ
っ
た
ウ
ル
ク
國
王
ル
ガ
ル
ツ
ァ
ッ
ギ
シ
H
』
跨
巴
鎚
ひ
q
σ
。
霞
に

・
よ
ワ
て
滅
亡
さ
れ
た
ラ
ガ
ヅ
ユ
の
中
華
シ
ル
カ
ギ
ナ
d
誌
謎
貯
9
は
其
碑
文
中
に
「
若
し
國
王
が
そ
の
臣
下
の
家
を
買

は
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
其
臣
下
の
心
が
満
足
す
る
丈
の
銀
を
豊
丸
一
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
記
し
て
み
る
に
よ
っ
て
も
、
銀

貨
の
使
用
が
ア
ソ
カ
ー
ド
帝
等
時
代
以
前
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
Q
金
覧
第
聲
も
稀
で
は
あ
る
が
ア
ン
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q
o

ー
ド
時
代
よ
り
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世
界
貿
易
の
盛
ん
に
行
は
れ
た
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
（
罐
○

も
G
。
臼
φ
Ω
）
に
は
銀
貨
の
流
遙
は
一
層
普
及
し
、
バ
ど
廿
ン
第
】
王
朝
時
代
（
怒
り
目
⑪
㊤
1
同
G
Q
“
O
　
H
W
。
O
・
）
に
は
印
刻
銀
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

冨
ω
今
津
鼠
啓
が
使
用
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
。
　
囚
磐
㌶
賃
。
け
漏
窪
舞
。
は
「
刻
印
」
「
打
刻
」
の
意
で
あ
る
。
ア
ソ
ヵ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

ド
時
代
及
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
王
時
代
に
於
け
る
金
、
銀
、
銅
の
儂
値
比
率
は
、
ρ
円
げ
2
ご
甥
8
博
士
に
從
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
銀
　
　
、
　
銅

　
ア
ソ
ヵ
ー
ド
時
代
　
　
　
　
一
九
二
〇
　
　
　
　
二
四
〇
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
暗
代
に
於
け
ろ
共
嗣
羅
轡
燧
測
と
し
て
の
9
罵
蓼
毒
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
就
　
　
ご
五
三

（67）



　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
霊
代
に
於
一
り
る
此
ハ
同
経
瞥
艦
耕
ど
し
て
の
み
p
唱
喝
黛
岳
該
に
就
い
て
　
　
　
　
第
十
入
谷
　
第
二
號
　
　
　
二
五
四

　
ハ
ソ
ム
ラ
ビ
時
代
　
、
一
四
四
〇
　
　
二
四
〇

　
金
と
銀
と
の
比
は
ア
ソ
カ
ー
ド
時
代
に
は
金
は
銀
の
八
倍
、
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
は
六
倍
で
あ
っ
た
。

　
、
貨
幣
の
標
準
は
侭
ρ
澄
犀
卑
ヨ
凱
。
（
O
機
　
ヨ
9
⇔
Φ
）
》
け
巴
①
簿
　
の
四
種
に
匿
分
せ
ら
れ
た
。
そ
の
重
量
は
次
の
如
く
で
あ

る
（
，
（
、
．
」
／
O
）

　
　
誇
：
：
：
・
：
恥
⑪
樋
ヨ
晦
磐

　
　
邸
㊦
押
似
（
ω
厳
巨
ひ
q
一
＝
）
“
H
G
。
O
撚
①
・
：
：
：
：
Q
。
添
喚
・

　
　
ヨ
ぎ
Φ
（
ω
g
ヨ
●
ヨ
巴
影
）
1
一
⑪
O
榔
⑦
犀
Φ
一
：
：
：
・
：
ρ
諮
お
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
、

　
　
け
巴
①
馨
（
ω
0
5
ピ
　
σ
Q
、
5
寓
）
1
1
8
ヨ
冒
Φ
・
…
…
：
こ
。
ρ
も
。
汀
ひ
Q
鉾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
ア
ッ
カ
ー
1
3
帝
國
時
代
頃
よ
り
藻
寵
し
た
都
市
プ
ア
ジ
ョ
ァ
ー
は
世
界
貿
易
の
開
か
れ
た
ラ
ル
第
三
王
朝
時
代
に
其

勢
力
を
確
立
し
、
藁
筆
の
便
と
國
内
治
安
の
保
謹
せ
ら
れ
た
バ
確
実
ン
第
一
王
朝
時
代
に
至
っ
て
愈
其
優
越
性
を
培
大

し
、
ハ
ン
ム
ラ
ビ
王
の
末
年
、
玉
に
よ
っ
て
制
定
装
布
ぜ
ら
れ
た
法
典
中
に
其
手
利
は
法
律
化
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

た
。
ト
●
毛
●
下
馬
磯
は
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
は
時
代
の
必
要
に
慮
じ
て
法
典
を
制
定
登
布
し
淀
と
述
べ
、
て
る
る
が
、
實
に
ハ
ン

ム
ラ
ビ
法
典
は
從
來
バ
ビ
ロ
ン
第
｝
王
朝
治
下
の
バ
ゼ
ロ
ニ
ァ
平
滑
を
指
導
支
配
し
て
來
た
ア
モ
リ
族
中
心
と
い
ふ
種

族
的
貴
族
主
義
の
冤
解
崩
潰
せ
ん
と
す
る
に
支
柱
活
力
を
與
へ
ん
と
す
る
ア
モ
ン
族
よ
り
成
る
政
治
的
支
配
階
級
の
必

魂
的
要
求
に
よ
っ
て
作
ら
れ
九
も
の
乏
解
群
せ
ら
る
、
が
、
洞
時
に
當
骸
主
脚
ハ
は
瀧
族
的
貴
族
主
義
を
其
根
底
よ
り
鋤



揺
危
殆
に
注
せ
し
め
つ
、
あ
っ
た
政
治
的
被
支
配
階
級
に
薦
し
た
都
市
ブ
ル
ジ
罫
ア
ー
の
繧
濟
ガ
の
法
的
是
認
を
政
治

的
支
配
階
級
を
し
て
難
儀
無
く
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
の
バ
ゼ
質
ン
就
會
の
過
度
駅
態
を
反
映
せ
る
立
法
で
あ

っ
た
。
こ
、
で
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
の
考
察
は
課
題
外
の
こ
と
で
あ
る
故
に
深
く
論
及
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
兎

に
角
く
、
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
の
褒
布
實
施
に
よ
っ
て
、
表
面
上
凱
歌
を
暴
げ
た
も
の
は
特
樺
維
持
に
成
功
し
た
政
治
的

支
配
階
級
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
法
典
制
定
に
よ
っ
て
一
疋
實
質
的
成
果
を
牧
め
得
た
も
の
は
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

で
あ
っ
た
。
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
ジ
ー
の
獲
得
し
た
礎
利
は
政
治
的
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
等
の
既
即
せ
る
経

濟
的
實
力
の
一
履
敷
果
的
行
使
を
可
能
な
ら
し
む
る
契
機
と
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
ゼ
・
ン
笙
覇
治
下
の
政
治
蕪
の
…
切
の
穫
を
響
し
て
み
た
も
の
は
進
塁
民
族
ア
裏
喜
∴

臣
。
の
の
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
階
級
に
鵬
す
る
者
で
あ
っ
た
。
當
時
バ
ビ
ロ
ン
華
墨
に
は
三
階
級
が
存
在
し
て
み
た
。
（
一
）
証

會
の
上
履
に
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
階
級
9
≦
①
冨
β
自
鋤
唐
ゆ
露
β
（
二
）
申
澗
に
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
階
級
鑓
霧
碁
ゆ
讐
β

（
三
）
下
履
に
奴
隷
階
級
妻
三
身
ヨ
悪
手
9
ヨ
が
存
在
し
π
o
前
二
者
は
冑
由
民
で
第
三
者
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。

　
多
く
の
導
者
も
認
め
て
み
る
如
く
、
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
階
級
の
成
立
契
機
は
征
服
と
建
國
と
で
あ
っ
π
。
從
っ
て
成
立

外
々
の
當
該
階
級
の
性
質
は
種
族
的
貴
族
ま
義
的
で
あ
り
、
こ
の
種
族
的
貴
族
圭
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
バ
ゼ
ロ
ン
胤
會

の
指
導
原
理
と
な
っ
た
。
祝
事
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
の
語
義
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
筆
明
瞭
と
な
る
。
馨
⑫
毒
田

。
同
9
営
①
貯
ヨ
と
は
「
人
」
と
云
ふ
義
で
あ
る
。
冷
語
の
語
源
は
古
代
ア
ラ
ビ
ア
語
の
、
巳
二
巳
辞
「
貴
族
」
と
同
語
根
と

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
蒔
代
に
於
け
ろ
共
同
継
螢
彊
澗
と
し
て
の
3
℃
℃
⇒
欝
昌
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
義
　
　
二
五
五



　
　
　
　
非
ン
ム
ラ
ビ
暗
代
に
於
け
る
共
同
経
螢
撒
制
と
し
て
の
ξ
呉
軽
に
就
い
て
　
　
第
＋
八
谷
第
二
號
、
－
二
五
六

　
　
　
（
入
）

考
へ
ら
，
れ
る
。
西
方
ア
ム
ル
浮
ヨ
舞
毎
の
地
方
（
今
日
の
シ
ソ
ア
、
メ
レ
ス
タ
イ
ン
地
方
）
よ
り
評
点
地
方
に
民
族
移

動
を
行
ひ
し
、
セ
ム
人
種
ω
。
鼠
8
ω
の
」
派
、
遊
牧
民
族
ア
モ
ン
人
駅
止
○
葺
Φ
ω
（
9
二
、
蹴
》
ヨ
霞
暴
㍉
ア
ム
ル
の
人
し
の

意
、
或
過
者
は
、
カ
ナ
ン
入
○
習
9
磐
詳
霧
と
も
爾
す
。
）
は
北
部
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
ア
ソ
ヵ
ー
ド
地
方
》
犀
ぎ
島
霞
出
に
移
住

し
、
先
住
人
民
た
る
ア
ッ
カ
ー
ド
・
シ
ュ
メ
ー
ル
混
合
入
民
を
征
服
し
、
バ
ゼ
ロ
シ
に
擦
っ
て
所
謂
バ
ビ
ロ
ン
第
一
王
朝

を
樹
立
し
π
。
こ
の
建
國
の
際
征
服
者
と
し
て
の
ア
モ
ン
入
が
被
征
服
民
族
に
齢
し
て
欝
ら
を
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
「
人
」
と

併
し
、
彼
等
を
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
回
謹
p
簿
ゆ
勇
奪
「
鮮
順
す
る
も
の
」
と
賎
慰
し
て
、
わ
れ
に
非
ざ
る
も
の
は
「
人
」
に
非
す

と
の
勝
利
者
的
優
越
域
を
表
示
し
た
の
が
階
級
名
と
し
て
の
ア
ウ
ェ
ー
、
ル
ム
及
ム
シ
ュ
ケ
！
ヌ
ム
の
処
源
で
あ
ら
う
。

等
化
程
度
一
驚
へ
緩
征
服
人
民
の
方
が
参
入
民
た
・
ア
華
人
よ
遙
か
に
璽
磐
は
前
蒋
の
葎
ぞ
探
働

用
吸
志
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
の
文
獄
に
「
マ
ル
ヅ
ソ
ク
が
生
命
を
賜
ふ
と
こ
ろ
の
人
」
勲
謹
館
ニ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

貫
寓
錠
身
愛
車
邑
暮
。
。
瓢
と
い
ふ
詳
言
が
國
王
及
高
官
に
典
通
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
る
た
事
は
國
王
も
亦
ア
ゥ
ェ
ー
ル
ム

階
級
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
宗
澱
と
評
議
力
を
並
有
し
て
み
た
高
殿
の
僧
侶
が
ア
ゥ
ユ
ー
〃
み

階
級
に
厩
も
て
る
た
こ
と
は
論
を
挨
た
な
い
。
バ
ビ
ロ
ン
主
國
の
創
立
者
ス
ム
ア
ブ
ム
ω
【
§
〒
9
び
ヨ
ご
に
帰
籍
さ
れ
て

建
國
の
大
業
に
從
事
一
た
ア
モ
ン
人
が
バ
ゼ
ロ
ン
欝
欝
の
説
會
の
上
層
に
位
し
、
王
國
の
政
治
機
構
の
櫃
位
を
猫
占
し

た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
建
國
の
大
業
に
墾
署
し
淀
も
の
が
其
武
勲
に
よ
っ
て
國
王
よ
り
島
島
さ
れ
た
大
小
の
功

田
妥
鉱
妻
戸
を
所
有
す
る
大
領
圭
び
二
葉
巨
昌
と
し
て
富
裕
だ
っ
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
蒋
代
の



経
過
に
從
ひ
、
彼
等
の
中
に
は
失
態
、
不
運
、
借
財
等
に
よ
っ
て
地
位
と
富
と
を
失
っ
て
行
く
も
の
も
砂
か
ら
す
生
じ

て
き
た
。
こ
の
ア
ウ
ェ
」
ル
ム
階
級
一
角
の
連
立
の
契
機
を
な
す
も
の
は
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ー
の
商
業
資
本
生
干
の
伸

張
で
あ
っ
た
。
商
業
資
本
ま
義
に
依
る
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ー
の
経
濟
的
運
座
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
階
級
の
排
他
的
貴
族
主

義
を
弛
緩
せ
し
め
、
叉
ア
ウ
ェ
、
ー
ル
ム
、
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
爾
階
級
間
に
遽
然
と
存
在
し
た
民
族
的
或
は
征
服
被
征
服

關
係
よ
り
生
す
る
差
別
戚
を
解
歯
せ
し
む
る
に
至
つ
淀
。
帥
ち
ム
シ
ュ
ヶ
ー
ヌ
ム
中
の
富
裕
者
は
金
欝
結
婚
或
は
賢
官

職
に
よ
つ
て
ア
ク
エ
ル
ム
階
級
に
上
昇
す
る
こ
と
が
出
癖
る
よ
う
に
な
り
．
從
來
ア
モ
ン
入
を
の
み
成
員
と
し
た
ア
ウ

ェ
レ
ル
ム
階
級
に
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
階
級
た
る
被
征
服
民
の
要
素
が
加
は
る
こ
と
、
な
り
、
ア
ゥ
ェ
ー
ル
ム
の
種
族

的
純
粋
性
が
失
は
れ
る
こ
と
、
な
っ
た
。
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
行
は
れ
た
買
官
職
の
記
録
は
現
存
し
て
み
る
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

僑
官
た
る
冨
蜂
警
　
の
儂
格
は
銀
十
シ
ェ
ケ
ル
で
あ
っ
た
。
金
爵
結
婚
に
就
い
て
は
、
そ
の
結
婚
に
於
て
最
も
重
要
な

る
性
質
を
も
つ
持
墾
金
澄
ユ
誓
二
に
生
す
る
法
規
が
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
中
に
詳
細
嚴
密
に
規
定
さ
れ
て
る
る
。

　
次
に
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
，
ム
讐
垂
岱
建
玉
は
其
語
義
が
示
し
て
み
る
如
く
征
服
民
よ
り
成
り
種
族
的
に
は
シ
ュ
メ
ー
ル

人
、
ア
ソ
カ
ー
ド
入
及
其
等
の
混
血
民
で
あ
り
、
自
由
民
で
は
あ
っ
π
が
政
治
的
樫
利
は
も
た
す
、
其
枇
會
的
地
位
も

ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
よ
り
低
か
っ
た
。
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
な
る
語
は
動
詞
障
Φ
脚
多
「
鶴
算
す
る
」
「
恭
順
す
る
」
の
ω
び
龍
①
で
鳳
阻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

形
よ
り
派
生
し
た
語
で
、
「
鶴
順
者
」
、
書
意
者
し
の
意
味
を
も
つ
て
み
る
。
ム
シ
ュ
ヶ
ー
ヌ
ム
の
う
ち
に
は
財
産
、
奴
隷

を
所
有
し
て
み
る
富
裕
な
醤
の
も
多
か
っ
た
。
シ
ュ
メ
ー
ル
人
の
制
覇
時
代
に
、
シ
ュ
メ
藩
ル
人
に
よ
っ
て
樹
立
せ
ら

　
　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
疇
代
に
於
け
る
共
問
経
蕾
髄
制
と
し
て
の
ぎ
翌
朝
舞
に
就
い
て
　
　
錐
嫁
入
巷
第
二
籏
　
二
五
七

（71）



　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
於
け
ろ
共
同
経
醤
盤
驚
と
し
て
の
露
℃
纂
毒
に
就
い
て
　
第
＋
入
船
第
ご
號
　
二
五
八
，

れ
だ
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
鷲
開
け
た
世
界
貿
易
に
よ
っ
て
世
利
を
博
し
た
都
市
ブ
川
ジ
ョ
ァ
；
は
異
人
種
元
る
セ
ム
族

め
ア
モ
ン
人
の
バ
ビ
ロ
ン
第
一
王
朝
時
代
に
な
っ
て
、
政
治
的
祉
會
的
に
不
利
な
環
境
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
，
依
然
其

経
濟
的
勢
力
を
壇
大
振
賦
し
、
商
業
資
本
主
義
を
魚
燈
さ
し
て
行
っ
た
。
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
は
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
階

級
の
中
心
要
素
で
あ
り
、
同
時
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
文
化
の
創
造
負
澹
者
で
あ
っ
た
。

　
バ
ビ
ロ
ン
疵
會
の
最
下
暦
は
奴
隷
階
級
よ
り
成
立
し
て
み
る
。
奴
隷
の
登
生
は
氏
族
共
同
膿
云
云
の
成
立
後
と
考
へ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
Q
而
し
て
心
血
に
よ
る
捕
虜
が
奴
隷
構
成
の
主
成
分
で
あ
っ
た
。
奴
隷
な
る
虚
血
文
字
は
署
H
円
卜
侮

＋
帽
d
即
帥
ち
「
男
」
と
「
山
」
と
の
會
意
交
字
で
、
「
山
よ
り
の
男
」
換
言
す
れ
ば
「
他
國
人
」
を
示
す
。
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で

は
Φ
昼
）
と
讃
み
、
セ
ム
、
バ
ビ
ワ
ニ
ァ
語
で
は
毒
鴛
身
9
と
讃
む
。
二
年
聞
は
施
肥
せ
す
、
三
年
目
に
放
回
し
て
、

其
糞
尿
を
肥
料
に
用
ふ
が
如
き
簡
軍
な
施
肥
方
法
に
よ
っ
て
「
粒
の
小
童
よ
り
五
十
粒
乃
至
百
粒
の
吸
穫
が
年
二
回
行

　
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

は
れ
た
爾
河
地
方
の
沖
積
李
下
に
於
て
は
無
量
増
加
に
件
ふ
食
料
問
題
は
起
り
得
な
か
っ
た
。
必
要
な
の
は
生
産
に
從

事
す
る
勢
働
力
で
あ
σ
た
。
敵
國
よ
り
の
捕
虜
が
奴
隷
化
さ
れ
、
結
言
働
が
強
制
さ
れ
た
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。
奴
隷

入
ロ
の
増
殖
の
淀
め
に
は
奴
隷
の
妻
帯
が
許
さ
れ
て
み
る
。
女
奴
隷
は
窪
μ
9
ヨ
（
ω
β
ヨ
’
ひ
Q
φ
質
①
）
と
呼
ば
れ
、
其
文
字
は

ω
》
ピ
＋
囚
β
男
郎
ち
「
女
」
と
「
山
」
の
會
意
文
面
で
男
奴
隷
と
同
機
の
登
生
性
質
を
も
つ
て
み
る
。
爾
河
地
方
に
於
て
は

所
謂
「
書
か
れ
た
る
歴
史
］
時
代
の
始
ま
っ
た
頃
に
は
奴
隷
制
度
は
既
に
存
在
し
て
み
た
。
奴
隷
は
極
く
稀
に
は
奴
隷
主

の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
は
彼
唐
身
の
貯
蓄
し
た
銀
に
よ
っ
て
自
由
を
贈
ひ
解
放
民
と
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。

（72）



ア
シ
ェ
ー
ル
ム
及
ム
シ
ュ
ヶ
ー
ヌ
ム
に
讃
す
る
も
の
に
し
て
、
負
債
或
は
重
罪
の
た
め
、
奴
隷
に
蒋
落
す
る
も
の
も
出

て
き
た
。
ハ
ン
ム
ラ
ビ
時
代
に
は
此
傾
向
が
花
競
と
な
っ
て
來
た
た
め
、
彼
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
の
奴
隷
へ
の
下
落
を
防

止
し
、
貴
族
主
義
擁
護
の
意
圃
よ
り
し
て
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
が
負
債
の
た
め
、
奴
隷
と
な
っ
た
場
合
、
其
隷
薦
期
間
を
三

年
に
限
り
、
第
四
年
目
に
は
所
有
主
は
彼
を
解
放
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
其
法
典
中
（
第
一
【
七
條
）
に
規
定
し
て
み

る
。
負
債
に
基
因
す
る
ア
ウ
ェ
竃
ル
ム
の
奴
隷
化
は
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
時
代
に
於
て
は
一
時
的
性
質
の
も
の
と
せ
ら
れ
た
。

以
上
大
膿
に
於
て
バ
ビ
ロ
ン
胤
會
に
存
在
し
た
三
階
級
の
構
成
要
素
に
就
い
て
略
述
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
バ
ビ
ロ
ン
第
一
王
朝
の
建
長
よ
り
約
一
世
紀
宇
を
経
過
し
た
第
六
代
王
ハ
ソ
ム
ラ
ビ
時
代
に
バ
ゼ
ロ
ン
王
國
の
版
圖

は
最
大
限
度
に
獲
張
さ
れ
、
チ
グ
ソ
ス
、
ユ
フ
ラ
プ
ス
富
士
の
全
流
域
、
郎
ち
東
方
は
エ
ラ
ム
、
北
西
方
は
小
亜
、
地

中
海
地
方
に
及
ぶ
領
域
と
な
っ
た
。
國
力
伸
張
、
版
権
籏
大
の
行
は
れ
た
割
合
に
ハ
ン
ム
ラ
ビ
王
の
治
世
四
十
四
年
間

の
大
部
分
は
李
和
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
バ
ビ
ワ
ソ
文
化
の
登
膏
土
に
は
好
都
合
だ
つ
た
Q
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ー
の

活
動
を
自
由
活
濃
な
ら
し
め
る
バ
ビ
ロ
ン
証
會
の
商
業
資
本
主
義
化
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
王
時
代
に
愈
前
著
と
な
り
、
政
治

的
支
配
階
級
に
し
て
地
主
貴
族
た
る
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
、
殊
に
其
内
の
中
小
地
圭
を
経
濟
的
に
不
在
し
、
彼
等
の
う
ち
に

破
産
倒
潰
し
、
組
先
傳
來
或
は
爵
己
の
武
功
に
よ
っ
て
賜
興
さ
れ
た
功
田
①
匿
＝
涛
賃
を
手
放
し
、
甚
し
き
は
奴
隷
に

転
落
す
る
も
の
さ
へ
綾
出
す
る
状
態
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
ハ
ン
ム
ラ
ビ
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
の
貧
民
化
、
奴
隷
化
を
防

止
し
、
貴
族
主
義
の
威
嚴
を
保
持
す
べ
き
幾
多
の
方
策
を
建
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
貴
族
主
義
の
威
巌
保
持

　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
冒
累
代
に
於
け
る
共
同
経
螢
荒
畑
と
し
て
の
菖
唱
言
募
に
就
い
て
　
　
第
＋
髭
勝
第
二
號
　
二
五
九

（73）



　
　
　
　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
暗
・
代
に
於
け
ろ
蕪
ハ
同
絶
戸
一
霞
樋
と
し
て
の
臼
℃
℃
毎
範
影
に
就
い
て
　
　
　
　
餓
が
十
・
入
巷
　
　
餓
が
二
二
　
　
　
二
山
ハ
○

の
一
方
法
と
し
て
は
、
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
の
傷
害
罪
に
謝
し
て
は
ア
モ
ヲ
人
の
遊
牧
時
代
の
慣
習
法
π
り
し
、
「
目
に
は

目
」
「
歯
に
は
歯
」
式
の
所
謂
δ
粥
£
δ
臨
。
。
を
適
用
す
る
に
画
し
、
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
以
下
に
は
罰
金
刑
を
適
用
す
る
が

如
き
、
　
（
メ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
、
一
九
六
i
二
〇
五
條
）
或
は
ア
ウ
比
；
ル
ム
の
貧
民
化
、
奴
隷
化
の
防
止
策
と
し
て

は
、
ア
、
ウ
ェ
ー
ル
ム
の
所
有
す
る
國
王
よ
り
賜
與
さ
れ
た
る
功
田
其
他
一
切
の
恩
賜
品
即
ち
果
樹
園
、
邸
宅
、
家
畜
の

責
買
を
禁
じ
、
（
三
五
！
三
入
條
）
其
所
有
者
が
戦
場
に
て
捕
虜
と
な
り
、
賠
償
の
た
め
、
こ
れ
を
手
放
な
さ
ね
ば
な
ら

諏
際
に
は
、
紳
殿
或
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
中
の
資
産
家
島
巴
含
冨
が
彼
に
代
っ
て
賠
償
し
、
功
田
等
は
依
然
彼
の
手
に
残

る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
（
三
二
條
）
奴
隷
轄
落
よ
り
の
救
出
策
と
し
て
は
前
述
の
如
く
、
三
年
間
と
い
ふ
一
時
的
隷
厨
の

窺
を
立
法
し
て
ゐ
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
か
く
し
て
ア
ク
ェ
ー
ル
ム
階
級
の
貴
族
主
義
に
件
ふ
特
樺
の
確
保
鳳
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
の
制
定
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
三
）

た
。
し
か
し
ハ
ン
ム
ラ
ビ
が
彼
膚
身
法
典
の
後
堤
に
於
て
宣
言
し
て
み
る
如
く
、
「
國
王
及
臣
民
の
共
に
遽
慣
す
べ
肝
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
四
）

裏
家
憲
法
と
し
て
、
頃
．
の
9
器
達
霞
霜
曇
の
云
ふ
、
バ
ゼ
ロ
ソ
國
家
を
地
上
「
最
初
の
法
治
國
家
」
た
ら
し
め
た
こ
と
は

結
局
ア
ウ
エ
ー
ル
ム
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
専
制
貴
族
主
義
に
謝
す
る
ム
シ
ュ
ケ
ー
ヌ
ム
殊
に
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
一
身
時
被
等
は
政
治
的
樺
利
は
有
元
な
か
っ
た
が
一
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
べ
き
法
治
圭
義
の
勝
利
を

示
す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
諏
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

馳
こ
ふ
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
事
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
が
ど
の
程
度
に
王
國
内
に
實
施
せ
ら
れ
た
か
乏
云
ふ
こ
と
で
あ



る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
の
書
簡
を
始
め
と
し
て
、
當
時
王
國
内
に
て
行
は
れ
た
契
約
翼
賛
、
裁
判
上
の
割

決
文
無
の
商
業
的
法
律
的
文
筆
の
現
存
せ
る
も
の
が
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
の
實
施
を
確
謹
し
て
居
る
。
又
當
該
法
典
が
バ
ビ

ロ
ン
第
一
王
朝
の
み
な
ら
す
、
平
河
地
方
に
興
亡
更
算
し
た
國
家
の
法
制
に
重
大
な
る
影
・
響
を
及
ぼ
し
π
こ
と
は
同
法

血
ハ
が
「
ハ
シ
ム
ラ
ビ
の
正
義
の
法
」
O
ぎ
露
掃
三
“
母
ぎ
拶
α
雀
謬
ヨ
霧
ρ
玄
の
名
稽
の
も
と
に
西
方
亜
細
亜
に
於
て
西
紀
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
五
）

七
世
紀
頃
ま
で
法
學
者
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
る
た
事
實
ヒ
よ
っ
て
も
推
察
で
き
る
。

　
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
血
ハ
の
現
荏
法
文
二
五
七
ヶ
條
を
分
類
す
る
な
ら
ば
、
（
一
）
特
権
、
軍
事
、
行
政
等
に
關
す
る
法
文
一

六
ヶ
條
、
（
二
｝
刑
事
開
係
の
法
文
四
六
ケ
里
馬
（
三
）
民
事
關
係
の
も
の
一
九
五
ヶ
條
の
多
脳
に
達
し
、
其
中
に
は
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

法
六
七
ヶ
條
、
土
地
法
二
四
ヶ
條
．
而
し
て
商
法
に
呈
す
る
も
の
は
實
に
一
〇
四
ヶ
條
の
多
き
を
占
め
て
み
る
。
刑
法

と
民
法
中
の
家
族
法
、
土
地
法
は
ア
ウ
ェ
ー
ル
ム
、
ム
シ
ュ
ヶ
ー
ヌ
ム
空
者
に
共
極
ず
る
法
規
で
あ
る
が
、
　
「
〇
四
ヶ

條
よ
う
成
る
商
法
は
殆
ん
ど
全
部
、
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
i
關
係
の
法
規
で
あ
る
。
我
等
は
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
中
に
入
類

最
初
の
資
本
主
義
組
織
の
一
個
の
タ
イ
プ
を
見
出
す
こ
と
が
出
遣
る
Q
人
類
最
初
の
法
治
郷
家
、
商
業
資
本
主
義
國
家

は
ハ
ン
ム
ラ
ゼ
時
代
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
出
現
し
た
と
槻
る
舅
ω
。
巨
①
嬢
2
敷
授
の
見
解
は
決
し
て
歪
曲
的
見
解
で
は

な
い
と
信
ず
る
。
而
し
て
バ
ビ
ロ
ン
第
一
王
朝
治
下
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
冠
會
に
於
け
る
3
℃
冨
慈
厳
の
制
度
は
か
、
る
商

業
資
本
主
義
的
肚
會
を
背
景
と
し
て
、
資
本
の
合
資
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
い
な
る
利
潤
の
獲
得
を
期
す
る
都
市
ブ
ル
ジ

ョ
ァ
ジ
濫
の
資
本
主
義
的
欲
望
の
一
表
現
に
外
な
ら
嫁
か
つ
た
の
（
」
九
三
三
、
二
、
七
）

　
　
　
　
ハ
ン
ム
う
ど
時
代
に
於
け
る
共
同
経
回
艘
制
と
し
て
の
臼
響
魯
毎
口
に
就
い
て
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
二
六
一

（75）
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